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発表事項：日向市結婚新生活応援事業補助金の申請受付開始について 

 

 若者の結婚を応援するため、結婚に伴い新生活を始める際の費用の一部を支援する日向

市結婚新生活応援事業補助金の申請受付を下記のとおり開始します。 

 

記 

１ 受付期間 令和４年６月１日から令和５年３月 31日まで 

       ※予算に限りがありますので、申請を受け付けられない場合があります。 

 ２ 補助金額 上限 20万円/世帯 

 ３ 対象費用 令和 4年度中に支払った「住宅取得・住宅賃借に係る費用、引越費用」 

 ４ 対象者  ・新婚世帯（R4.4/1～R5.3/31に結婚）であること 

        ・結婚時点の年齢が、夫婦ともに 39歳以下であること 

        ・世帯の所得が 400万円未満であること          など 

※その他、詳細は別紙資料のとおり。 
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